
㊢ 
草加八潮消防組合監査委員告示第１号 

 

   監査の結果に関する報告について（公表） 

 

 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき実施した定例監査の結果に

関する報告を同条第９項の規定により、次のとおり公表する。 

 

   令和４年１月３１日 

 

               草加八潮消防組合監査委員 中 村 幸 彦 

 

 

               草加八潮消防組合監査委員 切 敷 光 雄 

 



 



１ 監査対象所属 

  予防課、情報指令課、草加消防署（西分署、谷塚ステーション）、八潮消防署管

理課 

 

２ 監査対象事務 

  令和２年度及び令和３年度（同年９月３０日まで）に執行された財務に関する事

務 

 

３ 監査期間 

  令和３年１０月２０日（火）から令和４年１月２７日（木）まで（講評を含む。） 

 

４ 監査の実施手続 

  草加八潮消防組合監査基準第１０条並びに草加八潮消防組合監査事務処理要領第

５条及び第６条の規定に基づき、監査対象の事務事業が、関係法令等に基づき適

正かつ効率的に執行されているかを、関係諸帳簿及び証拠書類との照合並びに関

係者からの事情聴取等、通常実施すべき監査手続により実施しました。 

 

５ 監査の着眼点 

  別紙「草加市監査委員事務局財務事務監査の着眼点」を準用するものとしました。 

 

６ 監査結果 

⑴ 予防課 

  予防課には、法令・条例に基づき、防火対象物や危険物製造所等の立入検査

や行政指導等を行うとともに、火災原因を調査し、地域住民に防火意識の啓発

を図るため、予防防火係、査察調査係及び危険物係の３係が置かれています。 

  令和３年度の職員体制については、組合職員数の４．８％、１６人の職員が

配属されているところです。 

 

 



○職員数の割合（令和3年4月1日現在） 

所属 人数 割合 

予防課※ 16人 4.8% 

その他の所属 317人 95.2% 

※ 再任用短時間勤務職員２人を除く。 

 

  予防課は、市民や事業所等における防火意識の浸透・向上を図り、火災予防

の推進を主眼とする組織であると捉えています。具体的には、予防防火係は消

防用設備等の設置指導や検査、火災予防の企画推進などを担い、査察調査係は

防火対象物の立入検査、火災原因調査などを担い、危険物係は、危険物製造所

等の立入検査及び設置等の許認可などの業務を担っています。 

 

⑵ 情報指令課 

  情報指令課には、ネットワークシステムの総合調整及び維持管理に関する事

務、災害通報の受信及び出動指令に関する事務等を処理するため、情報システ

ム係、指令第１係、第２係及び第３係の４係が置かれています。 

  令和３年度の職員体制については、組合職員数の５．４％、１８人の職員が

配属されているところです。 

 

○職員数の割合（令和3年4月1日現在） 

所属 人数 割合 

情報指令課※ 18人 5.4% 

その他の所属 315人 94.6% 

    ※ 再任用短時間勤務職員１人を除く。 

 

  情報指令課は、ネットワークシステムの総合調整により業務の円滑化を図る

とともに、１１９番通報の受付などを通して市民の生命や財産を守ることに寄

与する組織であると捉えています。具体的には、情報システム係は、業務シス

テムの総合調整や通信運用計画の立案及び推進などを担い、指令第１係、第２

係及び第３係は、１１９番通報の受付及び出動指令を発することや応急手当の



口頭指導などの業務を担っています。 

 

⑶ 草加消防署西分署 

  草加消防署西分署には、消防第１係及び第２係、救助第１係及び第２係、救

急第１係及び第２係の６係が置かれています。 

  令和３年度の職員体制については、組合職員数の１１.１％、３７人の職員が

配属されているところです。 

 

○職員数の割合（令和3年4月1日現在） 

所属 人数 割合 

草加消防署西分署 37人 11.1% 

その他の所属 296人 88.9% 

 

  西分署は、消防及び救助・救急活動を所管し、火災や地震等の災害から市民

の生命や財産を守ることに寄与する組織であると捉えています。 

  具体的には、消火及び救助・救急の活動など主に災害現場における活動や消

防訓練、救急訓練の指導を通して、市民の危機管理意識を醸成する業務を担っ

ています。 

 

⑷ 草加消防署谷塚ステーション 

  草加消防署谷塚ステーションには、消防第１係及び第２係、救急第１係及び

第２係の４係が置かれています。 

  令和３年度の職員体制については、組合職員数の６．９％、２３人の職員が

配属されているところです。 

 

○職員数の割合（令和2年4月1日現在） 

所属 人数 割合 

草加消防署谷塚ステーション 23人 6.9% 

その他の所属 310人 93.1% 

 



  谷塚ステーションは、消防及び救助・救急活動を所管し、火災や地震等の災

害から市民の生命や財産を守ることに寄与する組織であると捉えています。 

  具体的には、消火及び救助・救急の活動など主に災害現場における活動や消

防訓練、救急訓練の指導を通して、市民の危機管理意識を醸成する業務を担っ

ています。 

 

⑸ 八潮消防署管理課 

  八潮消防署管理課は、八潮消防署の総合調整、八潮市消防団に関する事務等

を掌理するため、管理係が置かれています。 

  令和３年度の職員体制については、組合職員数の０．９％、３人の職員が配

属されているところです。 

 

○職員数の割合（令和3年4月1日現在） 

所属 人数 割合 

八潮消防署管理課※ 3人 0.9% 

その他の所属 330人 99.1% 

    ※ 再任用短時間勤務職員１人及び八潮市からの派遣職員１人を除く。 

 

  八潮消防署管理課は、消防、救急活動を行う現場部門とは一線を画す立場か

ら、適正な消防署の運営に寄与する組織であると捉えています。具体的には、

災害活動拠点となる庁舎の整備や維持管理を初め、消防団に関する事務など、

消防活動を支えるための業務を実施しています。 

 

  令和２年度及び令和３年度の９月３０日までに執行された財務に関する事務につ

いて監査を実施したところ、概ね適正に執行されていると認められましたので、

≪指摘事項≫はありません。 

  また、令和元年度に実施した監査における草加消防署西分署及び八潮消防署管理

課に対する指摘事項については、改善されていることを確認しました。


